
「のめり込み」にはくれぐれも御注意を
〜ギャンブル等は「適度に」たしなみましょう〜

「ギャンブル等依存症対策基本法」が平成30年10月に施行されました！

【平成30年11月作成】
（作成取りまとめ：消費者庁）

★ギャンブル等にのめり込むと、御家族などの
周囲の皆さんにも影響が及びます。
○ ギャンブル等依存症は、ギャンブル等にのめり込み、
コントロールができなくなる精神疾患の⼀つです。

○ ギャンブル等依存症により、⽇常⽣活や社会⽣活に
⽀障を⽣じることがあります。
すなわち、ギャンブル等依存症は、借⾦の問題だけ

でなく、うつ病の発症などの健康問題、さらに、⾃殺
などの社会問題を引き起こすこともあります。

★ギャンブル等依存症は、誰でも陥ってしまう
おそれがあります。
○ 「仕事がうまくいかない」といったストレスや、孤独感
などがきっかけとなってギャンブル等に頼るようになって
しまうことによって、ギャンブル等への「のめり込み」が
始まってしまう可能性があります。

○ 「意志が弱い」、「だらしない」といった性格が原因と
なる疾患ではありません。

ギャンブル等依存症とは？

★分かっているのにやめられない。。。
ギャンブル等依存症のサインでは？
○ 負けを取り戻すために、ギャンブル等をしていませんか。
○ ギャンブル等のために、周囲の皆さんに嘘をつき、お⾦を
借りていませんか。



★若者の皆さん、ちょっとしたビギナーズラック
に注意しましょう。
○ 若いころにギャンブル等を始めると、
のめり込みの病状が深刻になりやすいと
⾔われています。
なお、法令で定められた年齢に達しない⽅

が、ギャンブル等をすることは禁⽌されて
います。

★⼀旦のめり込み、周りに嘘をつき始めると、
気合や根性では抜け出すことができません。
○ ギャンブル等への「のめり込み」から「回復」し、健康な
⽣活を取り戻すには、同じ問題を抱えた⼈同⼠でつながり、
また、専⾨家の⽀援を受けることが重要です。

○ ただし、御本⼈の主体性が「回復」への原動⼒となります。

★借⾦の肩代わりは禁物です。
○ よかれと思っても、借⾦の肩代わりをしてしまうと、御本⼈
が問題に向き合い、⽴ち直る機会を奪ってしまいます。

◆ ギャンブル等依存症対策は、「ギャンブル等依存症対策基本法」に基づき、関係省庁が連携の上で
取組を進めます。毎年５月の「ギャンブル等依存症問題啓発週間」の機会等を通じ、啓発活動も強化
していきます。

◆ 借金があるのに、「次こそ勝つ！」と思いながらギャンブル等を続けている方はいませんか。
少しでも気になることがある場合は、御相談したい内容に応じて、各窓口へ。

【相談先となる窓口の情報などが掲載されています。】

（消費者庁ウェブサイト http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_012/）

注意すべきポイントは？

★ギャンブル等をしているときの様⼦が急激に
変化している⽅は周囲にいませんか？
○ 「興味を持ち、楽しんでいる」だけなのか、「のめり込み、
⽌められなくなっている」のか、慎重に様⼦を⾒てください。

気になることがある場合は？

消費者庁 ギャンブル等依存症 検索


